
   大 垣 市市 長 交際 費 の公 表に 関 する 要 綱  

 

（趣 旨 ）  

第 1 条  この 要 綱は 、 公正 で透 明 な市 政 の運 営に 資 する た め、 市長 交

際 費 （ 市 長 が 市 を 代 表 し て 行 う 外 部 の 個 人 又 は 団 体 と の 交 際 に 必 要

な経 費 をい う。以 下同 じ 。）の支 出 に係 る 情報 の公 表 に関 し、必要 な

事項 を 定め るも の とす る 。  

（公 表 の内 容）  

第 2 条  市長 交 際費 の 公表 は、 次 に掲 げ る事 項に つ いて 行 うも のと す

る。  

⑴  支 出日  

⑵  支 出項 目  

⑶  支 出件 名  

⑷  支 出金 額  

2 前 項 の規 定に かか わ らず、交 際 の相 手 方 の 個人 情 報は 、原 則公 表 し

ない も のと する 。  

（支 出 項目 ）  

第 3 条  前条 第 1 項第 2 号 に規 定 す る支 出 項目 は 、支 出の 内 容に より 、

次の と おり 分類 す る。  

支出 項 目  支出 の 内容  

祝  金  祝賀 会 等各 種行 事 のお 祝 いに 係る 経 費  

会  費  
会費 等 によ り開 催 され る 懇親 会 、祝 賀会 等 の参 加に

係る 経 費  

弔  慰  葬儀 又 は法 要に お ける 香 典及 び供 物 に係 る 経費  

見舞 い  
病気 等 に見 舞に 係 る経 費  

災害 等 に対 する 義 援金 等 に係 る経 費  

激  励  
市 の 公 益 性 を 高 め る 団 体 及 び 個 人 の 激 励 に 係 る 経

費  

その 他  前各 号 のほ か市 長 が特 に 必要 と認 め た場 合  

（公 表 の時 期）  

第 4 条  市 長 交際 費の 公 表は、毎 月 行う も のと し、当 月分 を 翌々 月の 1

日 （ そ の 日 が 市 の 休 日 に 当 た る と き は そ の 翌 日 ） ま で に 公 表 す る も

のと す る。  

（公 表 の方 法）  

第 5 条  市 長 交際 費の 公 表は 、次 の 方法 に より 行う も のと す る。  



⑴  秘 書課 にお い て閲 覧  

⑵  市 のホ ーム ペ ージ に 掲載  

（委 任 ）  

第 6 条  この 要綱 に定 め るも のの ほ か必 要 な事 項に つ いて は 、市長 が別

に定 め るも のと す る。  

 

   附  則  

（施 行 期日 ）  

1 こ の 要綱 は、 平成 16 年 10 月 1 日（ 以下 「施 行 日」 と いう 。）か ら

施行 す る。  

（経 過 措置 ）  

2 こ の 要綱 は 、施行 日 以後 に支 出 のあ っ た市 長交 際 費に つ いて 適用 す

る。  

附  則  

この 要 綱は 、令 和 5 年 3 月 1 日 か ら施 行 する 。  

附  則  

この 要 綱は 、令 和 7 年 4 月 1 日 か ら施 行 する 。  

 


